要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成及び訓練実施報告について

平成２９年６月１９日に、「水防法の一部を改正する法律」が施行されました。
この改正によって、洪水や土砂災害の際に特に配慮が必要な方が利用する施設、いわゆる 要配慮者利用施設 については、施設の所有者や管理者が 「避難確保計画」 を作成し、市町村へ届け出ることが義務となりました。
「避難確保計画」とは、災害が発生したときに、利用者の安全をどのように守り、どのように避難させるかをまとめた計画のことです。
守口市でも、この計画の作成を支援しており、市のホームページに参考資料が掲載されています。
要配慮者利用施設に該当する事業所は、掲載されている資料を参考にしながら、各施設の実情に合わせた「避難確保計画」を作成していただく必要があります。
なお、自分の施設が「要配慮者利用施設」に該当するかどうかは、資料内の 「９-１_要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成及び訓練実施報告について」 に施設種別が記載されていますので、そちらをご確認ください。
詳しくは、守口市ホームページの ページＩＤ２４０６ に掲載されていますので、必要に応じてご参照ください。
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